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台風に対する非常措置についてのお知らせ

本校では，台風により京都市（※テレビ，ラジオではこれまでどおり「京都府南部又は京都・亀岡地域」で報道される場合があります。）に午前７時現在「暴風警報」が発令されている場合は，「臨時休業」とします。
なお，「暴風警報」が，解除になった場合には，下記のような「非常措置」をとりますので，テレビ・ラジオ・インターネット等の情報にご注意ください。

記

１．登校前に発令された場合
	①　午前７時までに解除になった場合………平常授業

②　午前９時までに解除になった場合………午前１０時３０分頃に登校

３校時（１０時４５分）から始業

③　午前１１時までに解除になった場合……午後１時３０分頃に登校

５校時（１時５０分）から始業（給食なし）
ただし，午後の授業がない学年・クラスは，登校しなくてよい。

④　午前１１時現在，解除にならない場合（発令中の場合）……臨時休業


２．児童が登校した後で発令された場合……　集団下校
◎各家庭で報道を確認してください。電話での問い合わせは殺到するおそれがありますのでおひかえください。
◎緊急の場合は，学校に連絡ください。（５９１ー００１５）
◎このプリントは，ご家庭の目につくところに貼っておいてください。

◎上記①の平常授業の場合は，通常の集団登校です。旗当番もよろしくお願いします。
②③のように時間をずらした始業の場合は，登校班での集団登校はしませんが，できるだけ誘い合って来てください。通常の旗当番は難しいと思いますので，立てる人が立っていただき子どもたちを見守ってくださいますようお願いします。
	「暴風警報」だけが，「臨時休業」に関係します。

· 大雨警報　○洪水警報　○強風警報　○雷警報などの発令があっても臨時休業には関係ありません。

	『特別警報』発令時の措置につきましてお知らせいたします。

１．『特別警報』が登校前に発令された場合・・臨時休業とします。

２．『特別警報』が在校中に発令された場合

・・児童を学校に待機させ，保護者へのひきわたしとなります。


